
午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日

9時～12時 13時～17時 18時～21時30分 9時～17時 13時～21時30分 9時～21時30分

多目的ルーム 1,860円 2,420円 2,860円 4,280円 5,280円 7,140円

第１会議室 440円 660円 760円 1,100円 1,420円 1,860円

第3会議室 440円 660円 760円 1,100円 1,420円 1,860円

第4会議室 320円 440円 540円 760円 980円 1,300円

和室 540円 760円 880円 1,300円 1,640円 2,180円

調理室 320円 440円 440円 760円 880円 1,200円

午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日

9時～12時 13時～17時 18時～21時30分 9時～17時 13時～21時30分 9時～21時30分

多目的ルーム 2,790円 3,630円 4,290円 6,420円 7,920円 10,710円

第１会議室 660円 990円 1,140円 1,650円 2,130円 2,790円

第3会議室 660円 990円 1,140円 1,650円 2,130円 2,790円

第4会議室 480円 660円 810円 1,140円 1,470円 1,950円

和室 810円 1,140円 1,320円 1,950円 2,460円 3,270円

調理室 480円 660円 660円 1,140円 1,320円 1,800円

西与野コミュニティホール　障害者の使用料金減額制度

障害者手帳をお持ちの方は、利用申請時に手帳または、スマートフォンアプリ「ミライロID」の手帳画像を提示することで

施設使用料が2分の1に減額される場合があります。(10円未満切捨て)  詳しくは施設窓口にお問合せください。

■入場料を徴収する催物については、1人・1回につき、基本使用料の他に次に定める割合を乗じて得た額が加算されます。

2,000円未満のとき 100分の50

2,000円以上のとき 100分の100

■市外の方が利用する場合は基本使用料の1.5倍の増使用が加算されます。

西与野コミュニティホール　市外利用者使用料

利用施設

西与野コミュニティホール　入場料にかかる増使用料金表

〒338-0005　さいたま市中央区桜丘2-6-28

TEL：048-854-8584　FAX：048-854-8584

西与野コミュニティホール　基本使用料

利用施設


